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第１ 募集の概要 

 

１． 事業名称 

大川尻沢小水力発電所整備運営事業（以下「本事業」という。） 

 

 

２． 事業の対象となる公共施設等の名称 

大川尻沢小水力発電所（以下「本発電所」という。） 

 

 

３． 公共施設等の管理者 

青森県風間浦村長 冨岡 宏 

 

 

４． 本事業の目的 

青森県風間浦村（以下「村」という。）では、「２０５０年カーボンニュートラル」に向けた取

り組みとして、令和５（２０２３）年３月に「風間浦村ゼロカーボンシティ」宣言の表明を行

い、官民挙げて脱炭素化の取組みを行っているところである。 

小水力発電とは、水の落差を利用した発電で、クリーンな循環エネルギーである水力を利用

しているため、他の地域へ環境負荷を与えることがない一方で、太陽光発電のように天候の影

響を受けにくいため、安定した電力の供給が可能であるという特徴がある。村内の大川尻沢を

設置場所として小水力発電を行い、従来は村外から得ていた再生エネルギーを置き換えること

で、地域に環境負荷を与えることなく、電力の地産地消を実現することが期待される。また、

小水力発電による売電収入により、一定の収入を獲得可能であると想定されることから、その

収入の一部を村の総合戦略等に沿った地域貢献のための事業に用いることで、資金の効率的か

つ効果的な活用につなげることができると期待できる。 

小水力発電所の設置及び運営並びに地域貢献のための事業を民間の創意工夫に委ねることで、

より効率的かつ効果的な運営及び独創的な地域貢献のための事業の実施が期待されることから、

民間事業者に小水力発電所の設置及び運営、並びに地域貢献のための事業の実施を行って頂く

こととした。 

これらを踏まえ、本発電所が、電力の地産地消と、地域に対してその利潤を還元するサイク

ルを推進する原動力となることを目的として、本事業を実施する。 

 

 

５． 事業の概要 

本事業においては、事業者自身が、低圧での水力発電事業を設計・建設した上で発電と売電

を実施して固定価格買取制度に基づく売電収入を得ることで事業性を確保することを想定して

いるが、単に発電事業による利益の追求を主目的とするものとはせず、地域振興、地域活性化、

地域との共生を主題とした事業とすることを予定している。かかる観点から、事業者には、売
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電収入の一部を用いて地域還元事業を事業者の創意工夫に基づく内容にて実施することを求め

るものとする。このように、地域の資源を活用した水力発電による事業性を確保しながら、そ

の利潤を地域に還元されるような発電事業の仕組みづくりを行うことを重視している。 

本事業の実施に当たっては、民間の資金、創意工夫及び技術的・経営的能力等を活用し、効

率的・効果的な事業推進を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律」（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づいて行う。 

 

 

６． 本事業の業務内容 

本事業として事業者が実施する業務は、次に掲げるものとする。 

 

① 本発電所施設の設計・建設業務 

本発電所においては、固定価格買取制度の活用を前提とし、発電設備を設計・建設する

ものとする。また、固定買取価格制度を活用するために必要となる申請、設計及び建設工

事等の一切の業務を、事業者の責任及び費用で実施するものとする。 

 

② 運営維持業務 

事業者は、本発電所の運営維持業務として、以下の業務を実施する。 

    ・巡視及び点検 

    ・測定及び調査 

    ・運用 

    ・記録 

    ・運転制御 

    ・設備の保護・修繕・保全 

    ・緊急時対応、災害対応 

    ・その他施設の運営維持に必要な業務 

 

③ 地域還元事業に係る業務 

事業者は、村の地域に貢献する事業（以下「地域還元事業」という。）を実施するものと

する。 

地域還元事業の内容については、事業者の創意工夫に委ねるものとし、その具体的な内

容（事業者が得る収益の一定割合を金銭にて村に対して支払うものでもよい。）を提案書に

記載するものとする。 

 

④ 原状回復業務 

事業者は、本発電所の設備の撤去を含む原状回復工事を行うものとする。 
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７． 事業方式 

土地を借り受け、PFI 法に基づき、事業者が自ら提案した設計・建設を行った後、村から設

置許可を受けた上で、事業者が当該施設の所有権を保有したまま、事業期間中の維持管理業務

及び運営業務を実施する BOO（Build-Own-Operate）方式により行う。 

 

 

８． 土地等の使用に関する事項 

本発電所設備設置に係る村有地の使用料は無償とする。 

 

 

９． 事業期間 

事業契約締結から令和 29（2047）年 3月 31日までとする。ただし、本発電所の建設作業が

合理的な理由で遅延した場合（事業者の帰責性がないものに限る。例えば、一時的な資材の

高騰や周辺地域での災害を想定している。）には、村が、事業契約期間を本発電所供用開始か

ら２０年までとすることを認めることがある。 

 

 

１０．事業スケジュール 

 事業スケジュールは以下を予定している。 

日  程 内  容 

令和 8（2026）年 03月 事業者との事業契約締結 

令和 9（2027）年 04月頃 事業者による本発電所供用開始 

令和 29（2047）年 03月 31日 本発電所の供用終了・原状回復 

 

  

１１．事業者の収入 

 事業者は、固定価格買取制度における水力発電に係る売電収入のうち、特定事業実施によ

り生じた費用を除く収益を収受できるものとする。 

 

 

１２．本事業における費用負担 

 事業者は、事業契約書等に特段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要する費用を負

担しなければならない。 

 

 

１３．有資格者の選任・届出 

事業者は、自身の費用と責任で、電気主任技術者を配置するものとする。 
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１４．本事業の実施に関する協定等 

村は、PFI 法に定める手続に従い本事業を実施するため、次に掲げる協定等を締結する。 

 

（１）基本協定 

村は、選定された民間事業者との間で、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定め

た基本協定を締結する。 

 

（２）事業契約 

村は、基本協定の定めるところにより、村議会への報告を経た後に、事業契約を締結す

る。 

 

 

１５．遵守すべき法令及び許認可等 

事業者は、本事業の実施にあたり必要とされる関係法令（関係する施行令、施行規則、条

例等を含む。）等を遵守する。 

なお、関連法令に基づく許認可等が必要な場合は、事業者の負担によりその許認可等を取

得しなければならない。 

 

 

１６．事業期間終了時の措置 

本発電所施設については、原則として全て事業者の責任及び費用負担により撤去・原状回

復するが、協議の上で残置を認める場合がある。 

また、村又は村が指定する第三者は、事業実施のために事業者の所有する資産のうち、必

要と認めたものを買い取ることができる。 
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第２ 応募者等の参加資格要件等 

 

１． 応募者の参加資格要件 

 

（１）応募者の構成 

① 本事業には、第１の「６．本事業の業務内容」に掲げる業務を実施することを予定する

単独の企業（以下「単独企業」という。）又は、複数の企業によって構成されるグループ

（以下「応募グループ」という。）が、応募することができる。 

② 単独企業の場合は、当該企業を事業者とし、応募手続を行うこと。 

③ 応募グループの場合、応募グループを構成する企業（以下「参加企業」という。）の中か

ら代表企業を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。 

④ 基本協定の締結後に応募者の出資によるＳＰＣ（本事業を遂行することを目的として設

立される特別目的会社）を設立するものとする。参加企業のうち、ＳＰＣ に出資を行う

者を「構成企業」、出資を行わない者を「協力企業」という。ＳＰＣの設立条件等の詳細

は、基本協定に定める。 

⑤ 設計・建設業務、運営維持業務、地域還元事業に係る業務及び原状回復業務を実施する

者は、必ずしも参加企業に含める必要はない。ただし、その場合であっても、それぞれ

の業務着手時までに、実施する者を特定し、村に通知（資格等を確認できる証書の提出

を含む。）して、村の承認を受けること。また、その事業者は、「第２ 応募者等の参加

資格要件等」に定める参加資格を満たすこと。 

⑥ 参加企業の変更は認めない。ただし、提案書の提出期限までの期限に限り、参加企業を

変更せざるを得ない事情が生じた場合は、村と協議するものとし、その事情を検討の上、

村が認めた場合はこの限りではない。 

⑦ 参加企業のいずれかが、他の応募者の参加企業でないこと。 

⑧ 参加企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者（会社法（平成 17年法律第 86号）

第 2条第 3号又は第 4号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。以下同じ。）

が、他の応募者の参加企業でないこと。 

 

（２）応募者に共通の参加資格要件 

次の全ての項目を満たしている必要がある。なお、複数企業等によるグループで応募され

る場合は、その全ての参加企業について、次の全ての項目を満たしている必要がある。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号及び第 2 項各

号の規定に該当する者でないこと。 

② PFI 法第 9条の各号のいずれにも該当する者でないこと。 

③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第 8

条第 2 項第 1 号の処分を受けている団体及びその役職員又は構成員（以下「③に掲げる

団体等」という。）でないこと。 

④ 風間浦村暴力団排除条例（平成２３年９月１６日風間浦村条例第１２号）第２条に規定

する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者の該当者（以下「④に掲げる暴力団等」とい
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う。）でないこと。 

⑤ ③に掲げる団体等及び④に掲げる暴力団等から委託を受けた者並びに④に掲げる暴力団

等の関係団体及びその役職員又は構成員でないこと。 

⑥ 風間浦村暴力団排除措置要綱（平成２４年風間浦村要綱第５号）第２条第１号に規定す

る暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と密接な関係を有する

者でないこと。 

⑦ 風間浦村指名停止要綱（平成１８年風間浦村訓令第３号）に基づく指名停止の措置を受

けている者でないこと。 

⑧ 経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項の規定に基づ

き更生手続開始の申立てがなされたとき、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 

21 条第１項の規定に基づき再生手続開始の申立てがなされたとき、手形又は小切手が不

渡りになったとき等。ただし、村が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。）にな

いこと。 

⑨ 応募申込みをした日から過去１年間の法人税、消費税又は法人事業税を滞納している者

でないこと。 

⑩ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 92 条の 2及び第 180 条の 5に該当する者

でないこと。 

⑪ 村と本事業に関するアドバイザリー契約を締結した者（当該企業の指示により当該契約

に関する業務を行う企業を含む。）及びその関連会社（親会社及び子会社を含む。）でな

いこと。なお、本事業に係るアドバイザリー契約を締結した企業は、有限会社下北測量

（青森県むつ市新町３７−１８）である。 

⑫ 選定委員会委員及び委員が属する企業又は団体でないこと。 

なお、選定委員会の委員は次に掲げる委員で組織する。 

ⅰ．学識経験者 ＰＦＩ事業に関する金融、法務等に精通した学識経験者及び地元代表

の学識経験者の中から村長が委嘱する者 

ⅱ．風間浦村職員 副村長、総務課長及びその他関係する部署の職員 

 

 

２． 参加資格確認基準日 

参加資格確認基準日は、参加資格確認書類の提出期限の最終日とする。 

なお、参加資格確認基準日の翌日から村による優先交渉権者の選定日までの間に、応募者が

参加資格を満たさなくなったと認められる場合は、村はその時点で当該応募者を審査の対象と

しない。 
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第３ 募集及び選定の手続等 

 

１． 募集及び選定のスケジュール 

選定に当たっての手順及びスケジュールは、次を予定している。 

日  程 内     容 

令和 7（2025）年 12月 25日 募集要項等の公表 

令和 8（2026）年 1月 6日 募集要項等に関する質問の受付締切 

令和 8（2026）年 1月 13日 募集要項等（参加資格関係）に関する質問又は意見に対す

る回答の公表 

令和 8（2026）年 1月 20日 参加表明及び参加資格審査書類の提出期限 

令和 8（2026）年 1月 20日 募集要項等（参加資格関係以外）に関する質問又は意見に

対する回答の公表 

令和 8（2026）年 1月 20日 提案書の提出期限 

令和 8（2026）年 2月上中旬 選定委員会によるプレゼンテーション・ヒアリング及び

審査会開催 

令和 8（2026）年 2月中旬 優先交渉権者の決定及び公表 

令和 8（2026）年 3月上旬 基本協定締結 

令和 8（2026）年 3月 事業契約締結の村議会への附議 

令和 8（2026）年 3月下旬 事業契約締結及び公表 

令和 8（2026）年 夏頃 固定価格買取制度の事業計画認定取得及び接続契約の完

了（固定価格買取制度の事業計画認定取得及び接続契約

の完了は、2026 年度中において、事業者が確実に行うこ

と。） 

 

 

２． 募集要項等に関する質問の受付 

村は、応募希望者から、募集要項等に記載の内容に関する質問について、以下のとおり受

け付ける。 

 

（１）提出方法 

質問内容を簡潔にまとめ、質問書を添付ファイルとし、電子メールにより送信（送信後に

は電話で着信を確認）すること。 

 

（２）提出先 

第７の「２．風間浦村企画政策課」 

 

（３）件名 

【（企業名等）大川尻沢小水力発電所に係る質問】とすること。 
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（４）回答方法 

村は、質問・意見及びその回答を村のウェブサイトで公開する。質問・意見は、質問・意見

者名を伏せた上で要旨を掲載する予定だが、その内容は基本的に公開されるため、その点を

承知した上で質問・意見を行うこと。 

 

 

３． 参加表明書の提出 

応募者又は応募グループの代表企業は、参加表明書を提出する際、様式集で定める参加表明

書を提出すること。 

 

（１）提出先 

第７の「２．風間浦村企画政策課」 

 

（２）提出方法 

持参又は送付の方法により提出すること。ただし、送付による場合は、郵送（書留）又は

信書便（書留に準ずる）により提出すること。 

なお、持参に当たっては、提出先へ事前に電話連絡し、提出日時の指定を受けた上で、持

参により提出すること。 

 

 

４． 参加資格確認結果の通知 

参加資格確認の結果を、応募者又は応募グループの代表企業に通知する。なお、この入札に

参加する資格がないとされた者については、その理由を通知する。 

 

 

５． 提案書の提出 

参加資格が確認された応募者は、様式集で定める提案書を村に提出することができる。 

 

（１）提出先 

第７の「２．風間浦村企画政策課」 

 

（２）提出方法 

持参又は送付により提出すること。ただし、送付による場合は、郵送（書留）又は信書便

（書留に準ずる）により提出すること。 

なお、持参に当たっては、提出先へ事前に電話連絡し、提出日時の指定を受けた上で、持

参により提出すること。 

 

（３）提案書の書換え等の禁止 

応募者等は、その提出した提案書の書換え、差替え又は撤回をすることができない。 
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（４）費用の負担 

応募者等が提案書の提出に要する費用は、応募者等の負担とする。また、村は、提案書を

返却しない。 

 

（５）提出書類の取扱い 

① 著作権等 

提出書類の著作権は、当該提出書類を提出した応募者に帰属する。ただし、村が公表、

展示その他本事業に関して認める範囲において、村はこれを無償で使用することができる。 

② 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本の法令に基づいて保

護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用し

た結果生じる責任は、原則として提案を行った応募者が負う。 

③ 資料の公開 

村は、事業者の選定後、審査結果の公表の一環として、必要に応じて応募者から提出さ

れた提出書類（選定されなかった応募者からの提出書類を含む。）の一部を公開する場合が

ある。 

 

６．提案内容に関するプレゼンテーション又はヒアリングの実施 

選定委員会は、本事業の優先交渉権者を選定するため、応募者等に対し、別途、日時及び

場所を指定して、当該提案の内容に関するプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。

実施時期、実施方法等については、提案書の提出があった応募者又は応募者等の代表企業に

対し、別途通知する。 

 

７．応募者、参加企業の変更又は追加 

参加表明書の提出以降、提案書提出までの間に、参加企業を変更又は追加しようとする応

募者等は、第７の「２．風間浦村企画政策課」に参加企業変更届を持参又は送付により提出

すること。ただし、送付による場合は、郵送（書留）又は信書便（書留に準ずる）により提出

すること。 

なお、持参に当たっては、提出先へ事前に電話連絡し、提出日時の指定を受けた上で、持

参により提出すること。 

 

８．応募の辞退 

応募者等は、随時、応募を辞退することができる。辞退する場合は、「辞退届」を第７の「２．

風間浦村企画政策課」に持参又は送付により提出すること。ただし、送付による場合は、郵

送（書留）又は信書便（書留に準ずる）により提出すること。 

なお、持参に当たっては、提出先へ事前に電話連絡し、提出日時の指定を受けた上で、持

参により提出すること。 
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９．優先交渉権者の決定 

選定委員会は、提案書を審査し、最も評価点の高い者を最優秀提案者として選定し、次点

の者以下に順位を付する。 

村は、選定委員会が選定した最優秀提案者を優先交渉権者として決定するものとし、全て

の応募者に対し、結果を個別に通知する。 

なお、この場合において、村は、優先交渉権者が辞退・失格した場合における交渉権者と

して、次点の者以下の交渉の優先順位を通知するものとする。 

村は、決定した優先交渉権者の名称を村ウェブサイトにて公表する。 
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第４ 本事業特有の条件 

 

本事業特有の条件のうち、主なものは以下のとおりである。また、これらの条件に関し事

業者に課される具体的な権利及び義務等については、特定事業契約書（案）、要求水準書等の

とおりとする。 

 

１． 使用許可等 

本事業において使用する河川については、河川法の適用を受ける河川（一級河川、二級河川

及び準用河川）に該当しない普通河川であるため、河川の流水の占用に関する法令に従う許可

手続は不要であるが、同河川は、国有林内にあるため、国有財産法上の使用許可の取得が必要

となる。 

その他、事業の実施上の必要に応じて、法令に基づく許認可の取得、又は土地所有者等との

契約を行うものとする。 

 

 

２． 系統連系の接続契約 

応募者は、自らの費用と責任により、送配電事業者（東北電力株式会社）から「系統連系に

係る契約のご案内」を取得し、接続契約を締結することとする。 

 

 

３． ＦＩＴ制度の申請 

選定事業者は、自らの費用と責任により、2026年度までの間に認定された場合に適用される

水力発電の新設区分の買取単価を前提とした申請手続の一切を行うものとし、確実に事業計画

認定を取得することとする。 
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第５ 契約手続等 

 

１． 基本協定の締結 

優先交渉権者決定後、村と優先交渉権者との間で、速やかに基本協定を締結する。 

 

 

２． 事業契約の締結 

村は、優先交渉権者の出資により設立されたＳＰＣとの間で、基本協定の締結後、速やかに

事業契約書（案）に基づき協議を行い、協議等が整った場合には事業契約を締結する。 

 

 

３． 基本協定の締結又は事業契約の締結までに至らなかった場合の措置 

優先交渉権者と速やかに基本協定が締結されない場合、又は基本協定の締結後に事業契約の

締結に至らないことが明らかになった場合、村は次点の優先交渉権者と改めて基本協定の締結

以降の手続を行うことができる。 

 

  

４． 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻 

日本語、日本国通貨及び日本標準時 

 

 

５． その他 

優先交渉権者決定後、優先交渉権者の参加企業が地方自治法施行令第１６７条の４の規定に

基づく参加資格の制限、又は風間浦村指名停止要綱（平成１８年風間浦村訓令第３号）に基づ

く指名停止の措置を受けた場合には、村は事業契約を締結しないことがある。 
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第６ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

１． 法制上及び税制上の措置に関する事項 

事業者が本事業を実施するに当たり、法制上又は税制上の措置が適用される場合には、それ

によることとする。 

 

 

２． 財政上及び金融上の支援に関する事項 

事業者が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性

がある場合は、村はこれらの支援を事業者が受けることができるように努める。 

 

 

３． その他の措置及び支援に関する事項 

村は、事業実施に必要な許認可等に関し、必要に応じて協力する。また、法改正等により、

その他の支援策等が適用される可能性がある場合には、村と事業者で協議を行い、対応策を検

討する。 
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第７ 問合せ先 

 

１． 事業所管 

  本事業は、風間浦村企画政策課が所管する。 

 

 

２． 契約に関する窓口 

部 署 名 ： 風間浦村企画政策課 

住 所 ： 〒039-4502 青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目２８番地５ 

電 話 ： 0175-35-2111 

ファックス ： 0175-35-2403 

E‐ m a i l ： kikakuseisaku@kazamaura.jp 

 

 

３． その他 

本事業に関する情報提供は、村のウェブサイト等を通じて適宜行う。 

 

 

以 上 

 


